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中国国有農場における企業改革の進展と農場機能の変化
――二九一農場を事例として――

朴 紅

The actual state of enterprise reforms and the change of
management of Individual Farmhouses in the

National Farm of China
－A case study of“２９１Farm”－

Hong PARK

Summary

In recent years, in the Heilongjiang national farm which is recognized as a model among Chinese

national farms, drastic reforms have been promoted, such as the establishment of an enterprise group

called”Heilongjiang Group”and listing shares of some affiliated enterprises, and so on. But the actual

state of reform is not clear. In this paper, we focused on the proceeding enterprise reform in national

farms, and tried to make clear the details and features of the reforms, the actual state of reorganiza-

tion, and the effects that the reform policy has brought about to individual farmhouses.

はじめに

中国では１９８０年代後半以降の株式制（「股�制」）
の導入による株式市場の形成と並行する形で，国

営企業の改革が徐々に軌道に乗るようになった．

特に１９９７年以降の国有企業の所有権改革において

は，株式市場での資金調達が結果的に多様な民間

投資家を増加させ，所有の分散化が進展し，「政

企分離」の目標に近づきつつある．しかし，この

ような国有企業の改革は，そのほとんどが農業以

外の分野で行われ，国有農場のそれは進展をみせ

なかった．それは，国有農場が企業でありながら，

地域内の行政，司法と社会管理機能を併せ持つと

いう歴史的な遺物を背負っているからである．

ここ数年，中国農墾系統の優等生である黒竜江

省農墾では，「黒竜江北大荒農墾集団総公司」と

いう企業グループの形成や一部傘下企業の上場等

の思い切った改革を進めている．しかし，その実

態は必ずしも明らかにされてはいない．本論では，

現在進行中の国有農場の企業改革に焦点をおき，

改革の内容，特徴および組織再編の実態，またこ

のような改革が末端の農場および職工農家にどの

ような影響を及ぼしているかを明らかにする．

１．国有農場における企業改革の現段階的特徴

� 「政企一体化」の形成と「政企分離」の試行

「農墾」とは，国有農場を基礎単位とする省レ

ベルの系統組織を指し，中間機関として管理局

（分局）を有している．全国的にみて最大の規模

を誇る黒竜江省農墾総局は，黒竜江省政府の１つ

の部署であり，省共産党委員会，省人民代表大会

と省政府のもとで，徴税機能を除く行政，司法と

社会管理機能を遂行している．そのため，総局，

分局，農場は生産経営の指揮権のほか，行政，司

法と社会管理機能も有している．

こうした国営農場の性格は，それが設立された

歴史的事情により形成されてきた．１９４７年の設立

当時，国営農場のほとんどは辺境地域に立地し，

その開発は地方政府の整備と同時進行で行われた．

そのため，国による行政，司法および社会管理機

関を設立するだけの余裕はなかった．しかし，農
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場人口の急激な増加により，職工児童の教育，家

族の医療，生産・生活用物資の運輸，情報の伝達，

市街地開発，社会治安などの問題が徐々に現れ，

深刻さを増すようになった．そのため，学校，病

院はもちろん，裁判所，検察庁，警察署，商工局，

土地管理局，交通局，技術監督局等までを末端農

場ごとに整備する必要に迫られ，独立した「小さ

な社会」が形成されたのである．

以上のように，「政企一体化」体制は農墾形成

期においてはコストが最も低く，かつ当時の実状

に適合的な管理体制であった．しかし，市場経済

の発展に伴い，このような一体的体制は企業発展

の阻害要素となり，改革の対象とされるに至るの

である．

黒竜江省における農墾改革は１９７８年を始点とし，

すでに４半世紀が経過している（註１）．その過

程で，「政企分離」は一貫した改革のテーマで

あった．改革推進のためにモデル農場の指定が行

われ，農場の名を取って「友誼モデル」，「虎林モ

デル」，「綏濱モデル」という３つのタイプのモデ

ル化が行われた．前二者は，国有農場と地方政府

の間で「政企分離」を図る試みであり，後者は国

有農場内部で「政企分離」を行うものであった．

まず，「友誼モデル」は，１９８８年に友誼農場の

管轄区域に県レベルの行政機関―友誼県を設立し，

行政・社会管理機能を農場から分離・移譲する方

式であった．「虎林モデル」は，１９９５年に虎林県

内にある６つの国有農場の行政社会的機能を県政

府に移譲し，農場は企業的機能のみを担う方式で

ある．この方式は，県に移譲された行政，司法部

門の職員数が膨大となり，その財政負担が各種の

税金の形で農場に求められたため，農場の負担は

軽減しなかった．結果的には，「友誼モデル」は

辛うじて維持されたが，友誼県の財政は悪化して

いった．「虎林モデル」は２年間実施された後，

もとの形態にもどり失敗に終わっている．

前二者と対照的なのは「綏濱モデル」である．

まず，１９９５年に綏濱農場の内部に「社区管理委員

会」を設立し，従来農場が担っていた行政，司法，

社会管理機能を移行させた．同時に，「農工商実

業総公司」を設立して企業的機能をそこに集中し，

生産経営活動に専念するようになった．管理委員

会と総公司には共通の共産党委員会が設置され，

双方の意思疎通のパイプ役と指導，監督役を行う

ことになった．管理委員会の職員数は５０名程度で

あり，前２者の方式より規模が小さく，より効率

の高い業務体制が形成された．そのため，行政に

関わる費用を企業が負担するとはいえ，その額は

かなり軽減された．

「綏濱モデル」に問題点がなかったわけではな

い．第１に，当初の改革案では，「社区管理委員

会」が独自に人員，財務，資産管理を行う権限が

与えられた．しかし，政策転換により，これらの

権限は全て農墾総局に移譲されることになった．

これにより管理委員会の権限が大きく制限された．

第２に，公司による財政負担が徐々に増加した．

管理委員会への費用負担は年々増加し，１９９５年か

ら９８年の４年間で１．５倍にも膨れあがった（表１）．

表１ 綏濱農場「社区管理委員会」の財源の推移

単位：万元，％

１９９５ １９９６ １９９７ １９９８

費
用
負
担

総局による支援 １８７ １８７ １８６ ２６１

賦課金収入・債権収入 ２６２ ３４９ ３３６ ５５５

公司による負担（A） ７３９ ８３９ ９８１ １，１０２

合 計（B） １，１８８ １，３７５ １，５０３ １，９１８

A／B ６２．２ ６１．０ ６５．３ ５７．５

公
司
の
負
担

公司の総生産額（C） １５，４６５ １９，５５７ ２３，１６９ ２１，５９５

公司の総費用（D） １５，００２ １８，８５９ ２２，４２２ ２０，６２５

公司の純利益（C－D） ４６３ ６９８ ７４７ ９７０

A／C ４．８ ４．３ ４．２ ５．１

A／D ４．９ ４．４ ４．４ ５．３

注）農場資料により作成．
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人口 

また，公司の負担額は７００万元台から１，１００万元台

へと増加し，農場の総生産額および総費用額の４

～５％の間で推移している．

以上のように，１９８０年代後半からの１０年間で，

農墾系統の「政企分離」改革は，３つのモデルに

よって実践されたが，選択されたのは「綏濱モデ

ル」であり，２００２年からの株式会社化のなかで一

般化されるのである．

� 株式会社化による系統組織の再編

黒竜江省農墾総局における事業分野の株式会社

化は，国有企業改革の枠組みの中で進行した．国

有企業改革は，国家計画委員会，国家体制改革委

員会，国務院経済貿易弁公室が主管した．１９９２年

に「実験国有企業集団における国有資産の授権経

営に関する実施弁法（試行）」が公布され，企業集

団に対する国有資産の授権経営のテストが開始さ

れた．これにもとづき黒竜江省農墾総局は，１９９４

年に「大型国有資産運営公司」を設立し，企業経

営権を総局から分離することを図った．さらに，

１９９８年にはこれをベースに「黒竜江北大荒農墾集

団総公司」を設立した（註２）．資本金額は６０億

元であり，主に国有地，農場の建物からなる国有

財産を農業部（農墾総局）が無償で引き継ぎ，現

物出資したものである．事業内容は農林牧漁業，

採掘，生産加工，交通運輸，建築工事，不動産開

発，物資購買販売，倉庫貯蔵など多様である．２００２

年には，集団総公司の総資産額は３５２億元，純資

産額は１０４億元，主要業務の粗収入は１５２億元，純

利益は４．７億元となった．

新たな総公司の組織機構図は図１に示される．

国有農場は農業分野のみを分離して，「集団総公

司」の傘下におかれ，９つの分公司（従来の管理

局）と１０４の子会社（従来の農牧場）となった．

国有農場の組織は，「分場」に代わって「管理

区」を設置し（分場のない農場では「管理区」を

新設），「生産隊」に代わって「作業ステーショ

ン」を置くようになった．林業と牧畜業は「存続

農場」と呼ばれ，「社区管理委員会」の所轄と

なった．さらに，１０４の子会社の中から１６の優良

子会社を選択し，「株式会社北大荒農業」（以下

「北大荒農業」と略）を設立し，株式上場をは

かった．

以上の「政企分離」と平行して，企業改革も進

められた．改革当初から１９８０年代半ばまでは「企

業自主権」の拡大，さらに１９９０年代半ばまでは

「経営請負責任制」の導入，そして１９９０年代後半

からは「株式制の全面的導入」という改革が漸次

的に行われてきた．黒竜江省農墾総局では，１９９０

年代の半ばから株式会社化への準備が行われ，系

統内部の工業企業の統廃合が最終的におこなわれ

た．

工業企業の統廃合については，表２に示すよう

に，「集団総公司」の設立直前の１９９７年時点の企

業形態のほとんどは国有企業であった．しかし，

１９９０年代末からは「経営請負責任制」のもとで個

図１ 黒竜江北大荒農墾集団総公司の構成図（２００４年）

注）農墾総局の聞き取り調査および『黒竜江墾区統計年鑑 ２００５』により作成．
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体企業が増加をみせ，２０００年代に入ると個体企業

の私営化と有限責任制企業への転換，そして何よ

りも国有企業の株式会社化が進行をみせるのであ

る．国有企業の多くが株式会社に転換した２００４年

には，有限責任会社が３６企業，総生産額６６億元，

株式会社が７企業，同２６億元，株式合作会社が２９

企業，同２億元となり，総生産額で７６．８％を占め

るようになる．また，私営企業は２２０企業で，同

１７億元となり，同じく１４．０％を占めるようになる．

表出はしなかったが，国有ならびに国家株企業は

１１８企業あり，総生産額は１００億元に達しており，

これは総生産額の８０．９％を占め，依然として農墾

によるコントロールが行われていることがわかる．

このうち，「集団総公司」による出資会社は１３企

業であり，うち工業企業は７企業であり，大型化

と集団化を進めている（表３）．

� 「北大荒農業」の上場過程と企業構成

「北大荒農業」は１９９８年１１月に「集団総公司」

の全額出資で設立されたものである．「集団総公

司」は１６子会社の資産評価額１１６，９６０万元相当を

現物出資したわけである．そして，２００２年には

「北大荒農業」は中国初の農業企業として上海証

券取引所に上場し，A株（註３）３億株を発行し

て３０億元の資金を調達している．その結果，「集

団総公司」の出資金比率は７９．６％となっている．

「北大荒農業」の傘下企業は，全額出資が１６の

農業子会社と浩良河化学肥料工場であり，他の３

社は「集団総公司」との共同出資である．そのう

ち，「北大荒米業」が主力企業であり，当初の出

資比率は９０％であったが，２００４年には追加出資し

９９％となっている．「北大荒紙業」は９０％，「ハル

ビン龍墾麦芽」は５１％である（前掲表３）．

農業子会社は，「集団総公司」の中心地である

三江平原に位置する４つの分公司の５２子会社の中

から１６の優良子会社を選定したものである．選定

基準は明確ではなく，「基本方針」といわれるも

のは以下の４点である（註４）．第１に，一定の

経営規模に達し，耕地面積が大きく，開発可能な

未墾地資源が存在すること，第２に，農場指導部

の経営管理水準が高く，経営管理制度も整備され

ていること，第３に，外部との法的トラブルがな

く，経営面での負債がない，または処理可能な範

表２ 黒竜江省農墾における工業企業の動向 単位：企業数，万元

年次 合 計 国 有 集 団 私 営 個 体 新型企業

企

業

数

１９９６ ８２９ ８０２ １０ １２ ０

１９９７ ７５７ ７３４ ７ ９ ０

１９９８ ６５１ ４８０ ５６ ９７ １１

１９９９ ５８１ ４０１ ５５ ９９ １１ １０

２０００ ４７７ ３１４ １７ － ８，６０１ ３８

２００１ ４４８ ２７３ ２２ － １１０ ３７

２００２ ４４８ １９１ １６ １６９ － ６７

２００３ ４１５ １４６ １６ １８２ － ６８

２００４ ３９１ ９２ ４ ２２０ － ７２

総

生

産

額

１９９６ ５８０，８７７ ５２２，２７４ ４３２ １，６８８ ７２，０４２ ０

１９９７ ６５２，６６８ ５３９，４１１ ３２６ １，１４２ １００，７５３ ０

１９９８ ６７１，５４７ ４１３，１４４ ２５，５６３ ２２，１６４ １６７，４３７ １６，８７５

１９９９ ６７９，９１８ ３７９，１６２ ２４，４７６ ２８，１９９ １９９，４６５ １７，６６６

２０００ ６７４，３４９ ３６２，５５６ １０，０８８ － ２２５，２９１ ３５，３９７

２００１ ７４０，４０１ ２９１，４３４ ８，０９３ － ３３４，３２０ ７０，９５１

２００２ ６７６，６４４ ２６６，７６４ ８，２７０ ８５，７７２ － ２８７，６１６

２００３ ９４１，９４７ ５１５，３５３ ８，３８４ １１９，２２４ － ２７３，４３７

２００４ １，２３２，２３０ ９１，４１４ ６６９ １７２，１１１ － ９４６，０７９

注１）『黒竜江墾区統計年鑑』各年次により作成．
２）企業数の合計には個体企業を含まない．
３）新型企業は，株式合作，有限責任，株式会社の合計である．
４）空欄については未記入である．
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囲にあること，第４に発展の可能性がある，こと

である．

以下では指標となる耕地面積と資産総額を比較

してみよう．図２に示したように，耕地面積では，

子会社１６社のうち１３社が平均面積（４分公司の平

均は２６，９７７ha）を超え，４万 haを超える会社８

社のうち７社までを子会社が占めている．資産総

額では，４分公司の平均値は２６，３５６万元であるが，

１６社中１２社がそれを上回り，７社は４億元を超え

ている．また，土地生産性についても，穀物の農

表３ 「集団総公司」の出資会社の概要（２００４年）

会 社 名 出資者および出資率 概 要

北大荒農業
総公司７９．５９％，
市場調達２０．４１％

１９９８年１１月設立，２００２年３月上場，総資産額８６．５億元，耕地面積６３．７万 ha，穀物年間生
産量３２２万 t.

ハルビン龍墾麦芽
総公司４９％，
北大荒農業５１％

固定資産総投資額５億元，敷地面積９．７万�，大麦栽培基地面積１０万 ha，年間麦芽加工量
２０万 t，ドイツ最新加工設備使用

北大荒米業
総公司１％，
北大荒農業９９％

「国家農業産業化重点竜頭企業」，資本金５．１億元，５つの生産子会社と８つの出資会社を
所有，年間精米加工量１５０万 t，９銘柄のブランド米創設，ISO９００１，ISO１４００１，HACCP

認定取得

北大荒紙業
総公司１０％，
北大荒農業９０％

登録資本金６千万元，資本規模１．４億元，業務内容：紙製品の生産，加工，販売

完達山乳業
総公司５１％，

台湾「統一」４９％
総資産額２９億元，７つの出資会社，４１生産工場，６シリーズ９１品種の製品，ISO９００１，
ISO１４０００，HACCP認定取得

北大荒肉業 総公司１００％
業務内容：飼料加工，養豚の繁殖・肥育，屠殺，肉加工年間屠殺量４００万頭，年間肉加工
量３万 t，ISO９００１，HACCP認定取得

北大荒種業 総公司１００％ 業務内容：穀物種子の育成，栽培，加工，販売

北大荒麦芽 総公司１００％
「国家農業産業化重点竜頭企業」，総資産額３．２億元，従業員５８６人，技術員８０名，業務内
容：大麦の品種開発，栽培，加工，販売．栽培面積８万 ha，種子育成基地３３３ha，大麦
年間加工量１０万 t，ISO９００１認定取得

北大荒糧油卸売市場 総公司１００％
業務内容：有機農産物，緑色食品の現物取引，配送．敷地面積４万�（大型スーパー，取
引センター，配送センター），年間配送量１０万 t，売上３億元

九三油脂 総公司１００％
「国家農業産業化重点竜頭企業」，純資産額６．５億元，業務内容：大豆を原料とした飼料，
食用油，健康食品，医薬品の加工．傘下には９つの生産子会社，年間大豆加工量５００万 t，
栽培基地２００万 ha

九三豊縁麦業 総公司１００％
７シリーズ２４品目「緑色食品」認定取得，ISO９００２認定取得「国家農業産業化竜頭企業」，
資産額４．１億元，年間小麦加工量３６万 t,

完達山薬業 総公司１００％ 総資産額４．１億元，漢方薬（刺五加）の５４種類の製造，販売

多々集団 総公司５１％
業務内容：缶詰食品，医薬品の加工，製造，販売，輸出．食品加工については，ISO９００１，
HACCP認定取得

注）『２００５ 北大荒集団』および『黒竜江墾区統計年鑑 ２００５』により作成．

図２ １６農業子会社の位置づけ

資料：『黒竜江墾区統計年鑑』（２００２年，２００５年）により作成．
注）「耕地面積」は２００１年，「総資産額」は２００４年のデータである．
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墾平均値５トン／haを超えるものが１２社あり，

６トン／haを超える会社が７社存在している．

さらに，職工１人当たりの純収入の水準では，農

墾平均値５，５９３元を上回る会社が１２社ある．この

ように，選定された１６社は規模においても，生産

性や純収入においても優位性を示している．

「北大荒農業」の業務内容は主につぎの４つで

ある．第１が水稲，小麦，大豆，トウモロコシ等

穀物の生産，加工，販売であり，第２が化学肥料

の生産，販売，第３が紙製品の生産，加工，販売，

第４が農産物の加工関連の技術，情報，サービス

システムの開発と運営である．農産物販売に関し

ては，主に１６農業子会社と「北大荒米業」が担い，

肥料については，浩良河化学肥料工場が担ってい

る．表４は２００１～２００４年までの主要業務実績の推

移を示している．収入源は地代収入が最も大き

かったが，２００４年には農産物販売収入が逆転し，

化学肥料販売と製紙販売と続いている．収益は，

当初は地代収入以外は赤字であったが，２００４年に

は各部門が黒字になり，２００４年に収益１３億元のう

ち農産物販売が２．９億元となっている．とはいえ，

現状では地代収入への依存は圧倒的である．

以上，「集団総公司」と「北大荒農業」を中心

に「政企分離」，株式会社化についてまとめてき

たが，以下では二九一農場を事例として取り上げ，

こうした改革が農場組織および農家に及ぼした影

響を明らかにする．

２．二九一農場における組織再編と機能変化

� 農場の概要と株式会社化による組織の変化

二九一農場は，集団帰農した「中国人民解放軍

農業建設第２師第６団」により１９５５年に設立され

ている．この農場は，三江平原の中心地ジャムス

の東に位置し，車でおよそ２時間の距離にある．

総人口は１８，０６６人，耕地面積は３３，１９７haであり

（２００４年），所属する紅興隆管理局の１３農場の中

では中規模農場である．総生産額３８，０３４万元のう

ち第１次産業が２７，３４３万元（７１．９％），第２次産

業が３，８６４万元（１０．２％），第３次産業が６，８２７万

元（１７．９％）であり，第１次産業の場合は農業の

割合が圧倒的である．

農場の構成は，２００２年の株式会社化以前には生

産部門，経済発展部門，社会発展部門（文化，教

育，衛生，福祉），政党・行政管理・司法部門の

４部門であった．生産部門のうち，農業部門は４

つの分場と３９の生産隊から構成され，工業，建築

業部門はそれぞれ９企業と２企業からなり，経済

発展部門には小売企業と物流企業がそれぞれ２企

業づつ存在した．

２００２年の株式会社化により，農場は「北大荒農

業二九一子会社」と「社区管理委員会」とに二分

割された．子会社は，耕種部門（註５）ならびに

傘下企業であり，後者の内訳は水利公司（従業員

３７名，費用１０８万元），物資公司（同４６名，化学肥

料取扱高１，２００万元），種子公司（同２８名，取扱高

７８０万元），糧食流通公司（同４９名），科学技術セ

ンター（同２１名）となっている．

耕種部門は，旧農場の組織が移行しているが，

管理機関（従業員４６名）の他に野菜公司（同９

名）が設置されている．作付面積３７，６７７haのう

ち，水田が２０，０００haで基幹であるが，畑作付面

積はトウモロコシ，大麦，大豆，ビートの順と

なっている（表５）．水稲は，単位面積当たり粗

収入が最も高く，職工農家の初期投資は大きいも

のの，１９９６年の１０，０１０haから２倍にまで拡大し

たものである．それに伴って，耕種部門の総生産

額は１９９６年の１１，７５６万元から２０００年には１５，６２８万

元となり，２００３年には２９，６１８万元，０４年には

表４ 「北大荒農業」の主要業務の実績の推移 単位：万元，％

年 次 ２００１ ２００２ ２００３ ２００４

項 目 収入 コスト 収益 収入 コスト 収益 収入 コスト 収益 収入 コスト 収益

地 代 ８６，７９０ ０ ８６，７９０ ８９，５２４ ０ ８９，５２４ ９１，１６６ ０ ９１，１６６ ９９，０５０ ０ ９９，０５０

農産物販売 ４５，８１１ ４６，４４８ －６３７ ３９，９３４ ３８，７１３ １，２２１ ８０，１５８ ７９，５２１ ６３７ １９４，０７６ １６４，８８５ ２９，１９１

化学肥料販売 ８，０３１ ９，００５ －９７４ １７，６８５ １８，５８４ －８９９ １５，３０９ １６，７５８ －１，４４９ １９，７２３ １８，３３１ １，３９２

製 紙 販 売 － － － － － － － － － ７，６５５ ５，３２０ ２，３３５

合 計 １４０，６３２ ５５，４５２ ８５，１８０ １４７，１４３ ５７，２９８ ８９，８４５ １８６，６３３ ９６，２８０ ９０，３５３ ３２０，５０４ １８８，５３６ １３１，９６８

注）『黒竜江北大荒農業股�有限公司年度報告』各年次（中国語）により作成．
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４４，０２８０万元に上っている．こうした農業生産の

伸張が子会社化としての選定に大きく影響したこ

とは言うまでもない．

「社区管理委員会」は，農業部門中の林牧畜漁

業，工業，商業部門の企業と建築業，社会発展部

門，政党・行政管理・司法部門から構成されてい

る．

まず，教育機関は，小学校（教師９６名，在校生

１，３６４名），中学校（教師９２名，在校生１，４１６名），

あわせて就業者は２８１名である．農場直営部門は，

道路事務所（１０２名），水道局（６０名），宿泊所

（２２名），道路管理所（５６名），テレビ中継局（１９

名），職工病院（１４６名，うち医生９０名，ベッド数

６０床），警察分局（６６名），社区機関（７９名，図書

館，文化施設各１）で，合計５５０名である．これ

らをあわせると，総人数は８３１名となる．この部

門の費用は１，８００万元であり，うち人件費が８４５万

元を占める．

農場内の工業企業は４企業（機械工場，木材工

場，鉱物工場，乳製品工場）であるが，これらは

全て「分公司」（旧管理局）に統合されている．

従業員数は１１３名であり，販売収入は３８７万元であ

るが，営業利益は出ていない．建築業は１社であ

り，これは「社区」管轄であるが，従業員数が１８６

名，事業高は６００万元であり，営業利益は８６万元

となっている．

この他に，農場内には個人企業として私営化さ

れた製粉（従業員２３名），有機肥料製造（同１９

名）の２企業があるほか，軽工業（合計従業員６３

名），重工業（同９０名），建築業（同８０名）があり，

その売り上げは８，２３５万元，税支出４６６万元，営業

利益１，７２８万元となっている．また，個人の運輸

業（従業員３０６名），商業（同４２０名），飲食業（同

３１０名），サービス業（同８３名）があり，その総産

出額は８，０２６万元，納税額が３７３万元，営業利益が

１，４２９万元となっている．

農場のバランスシートを耕種部門が分離される

表５ 二九一農場の耕種部門の構成（２００４年）

面 積

（ha）

単 収

（kg）

総生産量

（t）

生産額

（千元）

単 価

（元）

ha当たり

価格（元）

水稲 ２０，０００ ８，９２４ １７８，４８６ ２８２，３４４ １．６ １４，１１７

小麦 ２６７ ３，７００ ９８８ １，４８３ １．５ ５，５５４

トウモロコシ ７，６３４ ８，９２２ ６８，１１４ ５４，４７３ ０．８ ７，１３６

大麦 ５，３３３ ３，００１ １６，００４ ２４，０１２ １．５ ４，５０３

大豆 ２，０６７ ３，０１８ ６，２３８ １５，５９８ ２．５ ７，５４６

ビート ２，０００ ７４，６７３ ２４，６０６ ０．３ １２，３０３

合計 ３７，６７７ ４４２，８００ １１，７５３

注）農場資料による．

表６ 二九一農場の財務と収支 単位：万元

２００１ ２００３
流動資産 合計 ２０，８８１ ５，９２７

未収金 １１，３７８ ３，５７９
うち職工農家 ４，０８５ ５５９
在庫 ４，８０６ ８１２
未処理損失 ３，３６７ １，２８３

長期投資 ６２３ ６６１
固定資産 １０，８４２ ９，２４３
無形資産 ３４０ １
資産合計 ３２，６８６ １５，８３２

流動負債 計 １２，３３１ １１，６８２
未払金 ８，３５７ １０，７７０
うち職工農家 ２，８１３ ０
うち上納金 ５６９ ５５９
未払賃金 １，１４９ ５２５

長期負債 ６，７１９ ２，１７７
所有者権益 計 １３，６３６ １，９７３

実収資本 ６，２８１ ６，０２９
資本公積 １，３０６ １，５９６
剰余公積 ２，１４７ －６０５
未処分利益 ３，９０２ －５，０４７

負債・資本合計 ３２，６８６ １５，８３２

（費 用） 管理費用 ３，３６２ １，４６４
財務費用 －２ １６５
営業外支出 １，００７ ２４５
うち政社支出 ７７２ ６７

（利 潤） ８５８ －１，７６９
うち農業企業 ８５８ －１，７６９

（上納税金） ３００ ２
うち農業税 ３３５ ０

家庭農場 総収入 ２４，９０８
総支出 １２，１１３
利潤総額 ５，８６７

注）農場資料により作成．
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前後の２００１年と２００３年で比較してみると（表６），

資産，負債・所有者権益総額は３億２千万元から

半分の１億５千万元に大きく減少している．資産

については，固定資産には大きな変化はないが，

資材購買部門が分離されたことで在庫が大きく減

少するとともに，主に職工との間で発生した未収

金が大幅に減少を見せている．負債・所有者権益

については，未払い金の減少はわずかであるが，

所有者権益が急速に縮小している．これは内部留

保が子会社化の過程で吸収されたこと，未収金の

処理が行われて損失の繰り延べが行われたことに

よっている．また，当年度の利潤も前年度の８５８

万元の黒字から，１，７６９万元の赤字へと転化して

いる．これは，管理費用が減少しているとはいえ

大きい．

このように，一部の財務資料を見ただけでも，

取り残された旧農場部分である「社区管理委員

会」の収支状況は厳しく，その再建には多くの課

題があるといえる．

� 「社区管理委員会」と農業子会社における

資金の流れ

２００２年の株式会社化以前は，生産隊は職工農家

から徴収した「費税糧」，すなわち「利費」，「隊

管費」（生産隊管理費）と農業税のうち，「隊管

費」を留保した上で，残りは分場を経由して農場

に上納していた．農場はこの上納金を全額総局に

上納し，総局がそれをプールして国の交付金とと

もに各農場に再配分していた．

このような単純な資金の流れは，株式会社化後

に複雑となり，それはおよそ２つに大別できる．

まず，農業子会社については，２００２年に「隊管

費」が，そして２００４年には農業税が廃止されたた

め，作業ステーション（旧生産隊）が職工農家か

ら徴収できる費用は「地租」（註６）のみであり，

これを管理区（註７）を通さずに直接子会社（旧

農場）に上納し，その中から子会社は「北大荒農

業」より課されたノルマ（年度当初に決定）のみ

を上納する．ノルマ以外の収益は子会社の収入と

なるが，作業ステーションに対しては幹部（ス

テーション長，会計，党書記のうち前２者分）の

給与ほか，少額の雑費のみを支払う．その他の支

出，例えば，ステーション幹部の出張費用等につ

いては，その都度申請，審査の手続きが必要であ

る．

ノルマは事実上の地代として耕地面積と土地生

産力に応じて決定されるが，二九一の子会社の

２００５年度のノルマは１ha当たり８８０．５元であり，

総額は２，９００万元，月額はおよそ２４０万元である．

ノルマは毎月納めるが，職工農家からは耕作前の

３月に一括前払いで徴収し，１２回に分割して「北

大荒農業」に納入する．ノルマの達成のために，

「北大荒農業」は役員に対し，職務に応じて１，０００

～５０，０００元の抵当金の設定を行っている．

「北大荒農業」は本来であれば１６農業子会社お

よび出資会社に指定した上納金の一部を最大の株

主である「集団総公司」に配当しなければならな

いが，現状では市場株のみの配当となっている．

もう１つの資金の流れは，「総局」系統（「政

社」系統）である．「北大荒農業」は「総公司」

に対し出資配当を行っていないため，「総公司」

に出資している農墾総局への配当もない．した

がって，「総局」の運営資金は，国の交付金と系

統内の国有工業企業の上納金からなっており，必

ずしも十分とはいえない．１６の上場子会社の「農

場社区管理委員会」については，「総局」はそれ

らの規模に応じて，４つの管理局を通して各農場

に予算配布を行う．２００３年の二九一農場「社区管

理委員会」の年間運営費はおよそ１，５００万元で

あったが，農場責任者によると運営交付金は当然

ながら不足状況にある（前掲表６）．その不足分

の補填は，過去の債権の回収によっている．この

債権は，職工農家の借入金，非農墾系の一般企業

の借入金を内容とする．「社区管理委員会」は自

らの経費のほか，管理区と作業ステーションの経

費（主に役員の給料）の一部を負担することに

なっているが，管理区の役員は作業ステーション

の人員が兼任しているため，管理区への経費支出

は皆無である．役員の給料以外の出費については，

子会社同様，その都度申告する方式をとっている．

このように，基幹である農業部門の株式会社化

とその収益確保のために，旧来の農場の行政機能

のための資金が犠牲となっているというのが実態

である．
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� 作業ステーションの組織

つぎに，作業ステーションの機能について，第

３管理区第１作業ステーションを事例としてみて

みよう．作業ステーションの役員会は生産隊時代

の半数の７名構成であり，ステーション長１名，

党書記１名，副ステーション長２名，会計１名，

統計１名，技術員１名である．ステーション長は

農業生産全般を統括し，副作業ステーション長は

農業と農業機械とをそれぞれ分担して補佐する．

党書記の職務は多岐にわたるが，共産党・共青団

関連の業務以外に，計画生育，環境保護，争議仲

介等の行政管理業務も行っている．

役員の本業は農業であり，職務は兼任である．

このうち，上部組織から給料を支給されるのはス

テーション長，党書記，会計の３名のみであり，

前２者は９００元／月，後者は８００元／月である．作

業ステーション長と会計は農業子会社から，党書

記は「社区管理委員会」から支給されている．他

の役員は給料を支給されず，幹部手当が「農業協

会」から支給されている．

「農業協会」は２００４年に総局の指示に従って各

農場に設立されたものである．「協会」の下には

幾つかの「分会」が設けられ，「農業機械分会」，

「流通分会」，「植物保護分会」，「作物分会」等が

ある．各分会の責任者は作業ステーション幹部が

兼任し，費用は子会社，「農場社区管理委員会」，

職工農家が支払う．「農業協会」のなかで，特に

注目されるのは「作物分会」である．これは作物

別に「水稲分会」，「大豆分会」，「トウモロコシ分

会」，「小麦分会」，「経済作物分会」等に分かれ，

職工農家に対して生産技術指導，生産資材の購入，

農産物の販売というサービスを提供することに

なっている．ただし，これらの組織は「農業機械

分会」以外は組織化されて間もないため，本格的

な業務を行っていない．

このように，作業ステーションは従来の生産隊

の諸機能を基本的に受け継いだが，効率化のため

に役員数を大幅に削減して分担を明確にする一方，

「農業協会」により職工農家の組織化を図ろうと

している．

３．作業ステーションと職工農家

� 第１作業ステーション内の農家構成

第１作業ステーションの前身である第１生産隊

は１９５５年の農場設立当初から存在する生産隊の１

つである．１９８４年の組織再編により「原種場」

（穀物種子栽培の専門生産隊）となり，２００２年に

第１生産隊として復帰，その後第１作業ステー

ションに改称された．

二九一農場本部の周辺にあるため，職工農家の

なかには市街地で商業に従事するものも多く，農

業部門で雇用されるもの，畜産業に従事するもの

も存在している．第１作業ステーションの人口は

２４３人，８９戸であり（註８），２００４年の農業従事戸

数はわずか７戸に過ぎなかったが，２００５年には４６

戸（５１．６％）にまで激増している．その背景には

農業税の廃止（１５０元／ha），穀物栽培直接支払

い，優良種子補助金の支給という優遇政策がある

（註９）．４６戸の職工農家のうち，水稲農家が９

戸，畑作農家が３７戸である．このほかに，第１作

業ステーション内で水稲経営を行う農家が４０戸あ

るが，そのうち２０戸は「外来戸」（「異地開発」移

民，五常市８０％，綏化市２０％），他の２０名は農場

関係者（電話局職員と種子公司職員が３名，他の

作業ステーション所属の農家が１４名）である．

「外来戸」は，１９９５，９６年に大規模な水田開発に

対応するため多数導入したが，２００４年からは受け

入れを中止している．これは水田開発が飽和状態

にあることと職工農家の農業復帰が増加したこと

による．２００２年以降は，一部の職工農家が「外来

戸」の水田を強制的に譲り受けるというケースが

続出した．現在では，表面上は「外来戸」の同意

を得た上で職工農家に水田を譲渡することになっ

ているが，利費の高騰，前払いの導入により，比

較的に弱い立場にある「外来戸」を排除する傾向

が続いている．また，「土地を篤農家に集中する」，

「金のある人が土地を耕す」（後述する「両費自

理」）という政策は，「外来戸」のみではなく，職

工農家間の激しい競争をもたらしている．

職工農家の農地の使用権の配分は「両田制」に

よって行われており，「基本生活田」（「口糧田」）

と「市場田」（「責任田」）とに区分されている．前

者は，一人に対し畑地と水田をそれぞれ２ha配

分し，後者は水田のみで申請によって配分されて

中国国有農場における企業改革の進展と農場機能の変化
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いる．「基本生活田」は文字通り生活保障用であ

り，「利費」支払いでは１ha当たり１５０元，１人

当たり３００元が減免されている．しかし，２００３年

までは各種の公租公課が過重であったため，「基

本生活田」を放棄する職工農家が少なくなかった．

今後は，農地配分を求める農家が続出すると予想

されるが，新たな「農村土地請負法」では「両田

制」を禁止する改訂がなされたため，「一田制」

（「均田制」）のもとでの新たな配分が行われると予

想される．

耕地面積は５４０．５haであり，うち水田が３３５．５

ha，畑地が２０５haである（２００５年）．畑作は，ト

ウモロコシが１０２ha（うち飼料用４０ha），大麦が

７０ha，ビートが３３haである．農地は１０区画にわ

けられ，それぞれがさらに２～５区域に分割され

ている．

灌漑は地下水灌漑である．現在の井戸は６０本で

あるが，うち畑作用が８本，稲作用が５２本となっ

ている（註１０）．井戸１本の灌漑可能面積は６．５ha

である．これは井戸の大きさに規定されている．

井戸の深さは２８～４０m（地下水位は８mであるが，

長期使用のため深く掘る）であり，直径は６cm

と１２cmの２種類である．前者が３割，後者が７

割であり，掘削費用は前者が４，７００元，後者が９，０００

～１０，０００元である．

稲作農家４６戸のうち，第１作業ステーションの

９戸と職員３戸は単価の高い種子生産を行ってお

り，かつ面積的にも大きく（１２０ha），全体の３５．８％

を占めている（表７）．その他の作業ステーショ

ンの職工農家１４戸のうち，１０ha以上の農家も８

戸存在する．これと対照的に，「外来戸」は全て

７ha以下の小規模経営であり，水田配分につい

ても職工農家を優先させている．２００４年度の農業

総生産値の８３２万元のうち，水稲が占める割合は

８０．６％（６７１万元）であり，基幹的な位置づけで

ある．

� 作業ステーションの機能変化

つぎに，第１作業ステーションの役割の変化を

明らかにする．まず，作付計画については，水田

と畑作で大きく異なる．水田については，圃場が

固定化されているために規制は少ないが，種子に

関しては品種の指定が行われている．畑作の作付

については，従来は農家が自主的に決定していた

が，現在では作業ステーションが一元的に作付計

画を立てている．農業子会社は「北大荒農業」か

ら指定される買上量に応じて，管理区を通して各

作業ステーションに作付の指令を行う．作業ス

テーションはそれに従って地域内の各作物の作付

を決定し，職工農家に作付申請をさせる．例えば，

大豆の作付希望者は圃場図上で作付が決定される．

多くは申請が認められるが，調整を行うケースも

ある．また，輪作を確実に実施させるため，春先

に職工農家から１ha当たり２，２５０元の管理費を徴

収し，ローテーションを遵守した場合には秋に返

却し，違反した場合には没収するという方法を

取っている．一部には連作畑の発生も見られるが，

「耕地強制」は強化されている．

第２に，機械利用については，「農業機械分

会」によって実施されている．これは従来の「機

表７ 第１作業ステーションの規模別稲作農家分布 単位：戸

面 積

（ha）
合計

種子生産専門 他の作業ステーション

所属の職工農家
外来戸

第１作業ステーション 職 員

１４ １ １

１２ １ １

１１ ２ ２

１０ ９ ３ １ ５

８ ４ ２ ２

７ ７ １ １ ５

６ ６ １ ５

５ １６ １ ５ １０

合計 ４６ ９ ３ １４ ２０

注）聞き取り調査により作成．
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務隊」を再編したものである．１９８０年代の前半は

全て畑作生産であったが，第１生産隊にはトラク

タ７台，コンバイン７台，耕耘機３台があり，全

て隊所有であった．機務隊長１名，技術員１名，

統計１名，修理２名，部品管理１名，油管理１名，

計７名の管理体制のもとに，５５～６２名の職工がオ

ペレータとして所属していた．１９９３年に全ての機

械が個人へと払い下げられ，その支払いにはロー

ンが組まれた．その後，機械の個人所有（「有機

戸」）が進展し，作業受委託が行われるようになっ

た．委託農家は秋に一括して委託料を会計に支払

い，それが「有機戸」（機械所有農家）に支払わ

れた．その後，受委託料は直接支払われるように

なった．しかし，作付計画が実施されるようにな

り，再び農業機会分会を通しての支払いとなった．

稲作については，圃場が固定しているため，受委

託関係は個別対応となっている．農業機械分会は

機務隊長と修理担当の２名体制となり，隊長は副

ステーション長が兼任し，修理は職工農家が兼務

することとなった．修理費用は修理を依頼した農

家の自己負担である．作業受託は「有機戸」が担

当するが，現在の機械台数はトラクタ１１台，自走

式コンバイン５台，耕耘機７台，田植機３３台であ

る．受託の割り当ては機務隊長が行い，受託料は

作業委託農家から徴収し，全額が「有機戸」に支

払われ，手数料はない．機務隊長の手当は「農業

協会」より支払われ，修理担当の手当は修理費用

のなかから支払われる．機械の保管はステーショ

ンの格納庫で集中管理し，保管費用を農家から徴

収している．格納庫には管理人が常駐し，保管費

からその手当が支払われる．

第３が農業技術の普及である．これは「農業協

会」の設立により強化が図られつつある．稲作を

例にとると，シーズン毎に技術講習会が開催され

る．春期には耕起，代掻き，育苗の方法，夏期に

は水管理，肥料と農薬管理，秋の収穫期には増収

技術である．冬期間には外部の技術員を招き，篤

農家を対象に講義を行っている．また，病害虫発

生時等の緊急時には，対策会議（現場会議）を開

催し，子会社の生産担当部長，農業生産技術部

（註１１）の職員，各ステーション長および技術員

が対策を検討する．その内容は，各ステーション

長および技術員によって職工農家に伝達される．

� 株式会社化による農家支援と農家負担の変

化

１）販売体制

「北大荒農業」の設立に伴い，穀物販売のため

の「原糧」確保のための「任務糧」制度が新設さ

れた．２００３年は強制的に徴収したが，２００４年から

は農家と協議して徴収するようになった．稲作に

ついては，２００４年の「任務糧」は１ha当たり籾

３トンであったが，２００５年には５トンに増加して

いる．これは，春先に「北大荒米業」を通じて各

子会社，各作業ステーションに通達される．これ

にもとづいて，農家は「北大荒米業」の精米場，

二九一の場合は「北大荒米業御緑分公司二九一精

米所」に納入する．

買上価格は「保護価格」を基準にしている．こ

れは「集団総公司」で一律に定められており，１kg

当たり１．５元となっている．「任務糧」以外の籾は，

別のルートへの販売は可能であるが，集荷商によ

る庭先集荷がないため，大半の農家は「北大荒米

業」に販売している．その際の販売価格は市場価

格が基準である．代金精算は売買時に行われるが，

その際，「良種補助金」（２２５元／ha），「糧食補助

金」（１８０元／ha），運搬費（０．０２元／kg）を買上

価格に上乗せて支払われる（２００４年）．２００５年から

は二九一糧食貿易公司が農家の庭先で買付けし，

「北大荒米業」に運搬する体制を採っている．補

助金については，「良種補助金」は，稲以外は毎

年支払面積の枠が設けられており，「糧食補助

金」は全ての作物が該当する．補助金の支給は２００４

年から開始され，２００５年には「糧食補助金」につ

いては若干高く設定されている（２０３．７元／ha）．

種子生産農家の場合は，契約生産であり「任務

糧」は設定されず，全量を二九一種子公司に販売

することを義務づけられている．販売価格は前述

のように「保護価格」より１kg当たり０．１２元高

く，１．６２元となっている．

２）融資体制の変化

１９８８年に「両費自理」政策が提唱された．「両

費」は営農費と生活費を意味し，「自理」は自己

解決のことである．当時の職工農家は自立経営を

行う経済力が存在しないため，農場による資金供

給はその後も継続した．１９９６年からの水田開発に
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伴い，一部に富裕な農家が現れ始め，ごく一部の

貧困農家を除いて，生活費は完全に自己責任で賄

えるようになり，営農資金についても徐々に農家

自らが調達するようになった．

２００２年の農場子会社化により，農場は法人格を

失ったため，銀行から融資を受けることができな

くなった．また，農家もある程度経済力がついて

きたことを機に，「両費自理」が一般的となって

きている．ただし，農家が水田開発に対する投資

を行う際や営農資金の不足する農家では融資が必

要になるが，農業銀行あるいは信用合作社から機

械担保や職工間の相互保証により融資を受けるよ

うになっている．また，作業ステーション幹部が

間接的な保証人になるケースもある．「外来戸」

についてはこうした人脈も財力もないため，５人

以上の連帯保証が求められ，返済不能の場合には

作業ステーションの責任が追及される．

融資の時期は３～４月に限定され，かつ上限も

設定されている．２００４年には１ha当たり７００元で

あり，２００５年には１，０００元となっている．返済期

限は１年であり，翌年に融資を求める場合には，

前年度の融資の全額返済が条件となる．利息は，

農業銀行の場合は２００４年と２００５年にそれぞれ年利

７．７％と８．２％となり，信用合作社の場合は同８．８％

と９．３％である．この他に手数料，公証費，保険

料が上乗せされ，２００５年の農業銀行の実際の利息

は９．０％であった．信用社の場合より高利である．

実際には，上層農家はかなりの経済力があるた

め，金融機関からの融資を必要としない．他方で，

小規模農家や「外来戸」等は融資が必要であるが，

条件が厳しいことから，融資を受けられないケー

スが多く存在している．また，従来の生産隊によ

る支援策は株式会社化によって皆無となったため，

下層農家の資金確保は厳しくなっている（註１２）．

３）利費の徴収

水田の「利費」は，１９９５～９９年までは籾納入で

あった．その水準は，９５年は６００kg/ha，９６年は

９００kg/ha，９７年は１，２００kg/haであり，９８年と９９

年はそれぞれ１，７００元／haと１，８６０元／haに相当

する籾の納入となった．２０００年以降は金納となっ

たが，２０００～２００３年は毎年２，１９０元／haであった．

株式会社後は，２００４年に春季前払いが３０％に，

０５年からは１００％となるとともに，２００５年には

２，６００元／haへと大幅に増額している．その理由

は，農業税の廃止や補助金支払いとされたが，本

来合計で５７８元／ha（２００５年）受けるべき利益は，

利費の値上げにより３割弱の１６８元／haに縮小さ

れている．

２００５年の利費２，６００元の内訳は，第１に「北大

荒農業」に納めるノルマが８８０．５元／ha，第２が

職員の給与などの変動費用３０４．５元／ha，第３が

減価償却などの固定費用５９３．９元／ha，第４が各

種基金の代理回収分 ８２１．１元／haである．代理

回収分はノルマに次ぐ金額の大きい項目であり，

それは農業災害保険（「陽光リスク保険」），水利発

展基金，牧畜発展基金，養老保険，医療保険，教

育保険等からなり，なかには離退職者の年金支払

いのような重い負担も含まれている．これは養老

保険が実施するようになって間もないため，それ

までの世代の生活の一部を負担しているからであ

る．現在二九一農場全体の７，６０４人職工農家のう

ち，離退職者が１，８６１人（２４．５％）存在している

と推定できる（註１３）．

おわりに

以上，中国の農業部門の株式会社化の事例とし

て黒竜江省の国有農場の株式会社化の内実を明ら

かにしてきた．農墾は，「政企分離」の一環とし

て「集団総公司」を分離するとともに，「北大荒

農業」を設立して一部上場を図っている．これは，

優良農場を選択して分離を図ったものであり，

徐々に収益も向上を見せている．その意味では，

国有農場経営改革としては大きな成果をみせてい

るといってよい．しかし，多くの課題が残されて

いる．ここでは主に３点を取り上げ，今後の展望

に換えたい．

まず，「北大荒農業」株のなかの国家株つまり

「集団総公司」の出資率が７９．６％であり，非常に

高い．株主としての政府の支配力が圧倒的である

一方，「政企分離」という企業改革を強行しよう

とする矛盾を抱えている．そこで，２００５年５月の

株主総会では「集団総公司」の出資率を７３．６％ま

で引き下げると決定したが，国家株の位置づけは

依然として不動である．しかし，かつて日本でも

国有企業の民営化には長い歳月を要した．もとも
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と公有制の中国であるからその期間は長期的とな

ろう．「政企分離」するためには，国家株の引き

下げは避けて通れない道である．

つぎに，上場した１６子会社とその他の農場の関

係である．現段階では１６子会社の上納金はその他

の農場より多いため，事実上，資金分配の不平等

が生じている．また，上場子会社と上場していな

い農場の間ではますます経済的な格差が広がり，

農墾の地域社会の不安定な一因ともなっている．

そこで，様々な模索が行われているが，その１つ

が農業産業化の一環である竜頭企業化である．つ

まり，上場子会社とその他の農場を契約栽培等で

結合させ，産地形成を図るということである．ま

た，加工に関しては，「北大荒米業」等のグルー

プ企業を十分利用し，農産物の付加価値を追求す

ることができる．

最後に，職工農家の負担増の問題である．農場

の運営体制ならびにその経費は大幅に圧縮され，

行政組織の運営は大きな問題を孕んでいる一方，

他方では所得格差の是正として実施された農業税

の廃止や補助金支出もかなりの部分が「利費」の

値上げとして吸収されている．そのため，改革の

成果は職工農家の経営向上に直結せず，むしろ負

担の増加に結果している．ただし，「農業協会」

の設立にみられるように，商品生産の拡大に向け

た組織化の方向が示されており，株式会社化の成

果が農業生産に振り向けられるならば，農業基盤

の強化に繋がると考えられる．

【付記】本論文は，総合地球環境学研究所，研究プロ

ジェクト「北東アジアの人間活動が北太平洋の生

物生産に与える影響評価」に関する研究成果の一

部である．調査にあたっては，「北大荒農業」農業

生産技術部の祖小力氏，二九一農場の李春懐氏，

朱徳華氏など関係各位にお世話になった．記して

感謝申し上げる．

註

� 初期の農場改革については，朴紅ほか『中国東北

における家族経営の再生と農村組織化』御茶の水

書房，１９９９年，第７章を参照のこと．

� 全国的に農業分野で企業集団化を図ったのは黒竜

江省農墾の上部組織である「中国農墾集団総公

司」とその他の４つの企業集団である（中国水産

集団有限責任公司，中国牧工商集団総公司，上海

市農工商集団総公司，吉林省吉発集団公司）．

� 中国には上海と深�に株式市場があり，それぞれ
A株，B株を上場している．A株はもともと中国国

内投資家限定の市場であり，人民元で取引を行っ

ていたが，現在では外資にも開放しつつある．B

株は当初は外国投資家限定の株式市場であったが，

現在では国内個人投資家にも開放されている．将

来的には，この２つの株は一本化される見通しで

ある．

	 選定の「基本方針」については，「北大荒農業」農

業生産技術部の祖小力氏へのインタビューによる．


 ２００２年時点での第１次産業総生産額は２３，０１８万元

であるが，うち耕種業１９，１６０万元（８３．２％），林業

８４万元（０．４％），牧畜業３，３６９万元（１４．６％），漁

業３５９万元（１．６％），第１次産業サービス業４６万元

（０．２％）である（『紅興隆分局経済和社会発展統計

資料』）．

� 「地租」は「土地請負費」―事実上の地代，医療

保険，養老保険，計画生育費，農業リスク保険等

が含まれている．農業リスク保険は「陽光リスク

保険」という農業自然災害（特に稲熱病につい

て）保険であり，２００４年に国有農場独自の保険と

してスタートしたもので，１０４の農牧場が全て加入

している．また，農場によって「地租」の名称は

異なるが，例えば新華農場では「利費」と呼ばれ

ている．

� 管理区の役割は，主に作業ステーションに対する

農場本部からの指令伝達，政策の実施，監督等で

ある．


 『二九一農場統計年報２００４年』では職工農家の所

属を二通りに分け，１つは上場子会社の所属（２４

戸）であり，もう１つは「社区管理委員会」の所

属（６５戸）である．しかし，これは実際には意味

がなく，名目に過ぎない．

� 農業税の廃止は，農墾系統では２００３年から実施し

ている．穀物栽培直接支払いについては，従来の

穀物栽培補助金の間接支払い政策の変更版である．

つまり，これまで政府は農民から穀物を買い上げ

る際に，「保護価格」（市場価格との差額）を設定

し，国有糧食企業を通じて支払ってきたが，これ

を「間接支払い」という．２００４年からは穀物市場

の全面的開放により，政府は国有企業を経由しな

いで「保護価格」を直接農民に支払うようになっ

た．この窓口は一般農村では郷鎮政府であるが，

農墾系統では従前の通り農場である．また，優良

種子補助金は，２００１年から実施されている新政策

であるが，対象品目が毎年増加し，２００４年には大
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豆，小麦，トウモロコシ，水稲の４品目となって

いる．前３品目については，２００４年と２００５年に全

国でそれぞれ１３省と１７省が指定され，１５０元／haを

支払われている．水稲については，２年間とも同一

の７省が指定され，２２５元／haを支払われている．

黒竜江農墾と新彊農墾は全ての品目が対象となっ

ている．ただし，農墾系統内部では，地域の割当

制を実施している．補助金の支払窓口は種子供給

部門とされるが，実際には入札により供給部門を

確定している．

� 畑作用８本のうち，４本は第１作業ステーションが

整備したものである．ステーション所属の農家で

あれば，油と揚水機を持参して井戸の無料使用が

できる．２００４年と０５年は雨量が多かったため，畑

作での井戸利用は行われていない．

� 「農業生産技術部」は，従来の農場の農業課，機

務課，水稲弁公室が合併して作られたものである．

他に，「社区管理委員会」にも農政課が存在するが，

農業生産以外の事務的な仕事のみを担当する（車

検等）．

� 『黒竜江北大荒農業股�有限公司年度報告 ２００４

年』によると，２００４年度「�北大荒農業」が職工
農家の生産資材，取りわけ種子，肥料，機械の購

入，作業委託のために立て替えた金額は１３．２億元

にものぼり，１６子会社平均８．３万元に達していると

いう．これは，かなりの部分が過去の負債である．

また，機械購入のためのローンについては，小型

機械は２年，大中型機械は３～８年となっている．

� 中国では定年退職者の年齢設定を一般的に男性６０

才，女性５５才としている．したがって，『二九一農

場統計年報２００４年』によると，二九一農場には６０

才以上の人口が１，４２６人であり，５５～５９才の女性が

４３５人となっている．両者を足した合計が１，８６１人

である．
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